
 

 

 

平 成 ２ ８ 年 ６ 月 ９ 日 

一般社団法人 信 託 協 会 

 

信託財産総額は史上最高額の９８９．３兆円に 

（信託の受託概況（平成２８年３月末現在）） 

  

一般社団法人 信託協会（会長 池谷 幹男）では、今般、平成２８年３月末

の信託の受託概況（信託の機能別分類に基づく計数）をとりまとめました。 

 

１．要旨 

信託財産総額は、９８９．３兆円（前年同月末比５６．０兆円増、６．０％

増）となり、史上最高額（これまでの最高額は、平成２７年９月末の９６１．

５兆円）を更新しました。 

 

・資産運用型信託は、１２３．５兆円（前年同月末比３．５兆円減、２．８％

減）となっています。 

・資産管理型信託は、７７８．４兆円（前年同月末比５８．０兆円増、８．

１％増）となっています。 

・資産流動化型信託は、６５．８兆円（前年同月末比３．４兆円増、５．４％

増）となっています。 

 

２．概要 

（１）資産運用型信託 

 

 資産運用型信託の信託財産額は、１２３．５兆円（前年同月末比３．５兆

円減、２．８％減）となっています。 
 主な内訳を前年同月末比で見ると、金銭信託が３３．４兆円と２．７兆円

増、年金信託が４０．０兆円と２．０兆円減、有価証券の信託が４４．９兆

円と３．７兆円減となっています。 
 
 
 
 
 



 

 

（２）資産管理型信託 

 

 資産管理型信託の信託財産額は、７７８．４兆円（前年同月末比５８．０

兆円増、８．１％増）となっています。 
 主な内訳を前年同月末比で見ると、金銭信託が９２．７兆円と４．１兆円

増、年金信託が４５．５兆円と０．６兆円増、投資信託が１６６．５兆円と

２１．８兆円増、再信託が３４７．０兆円と２０．７兆円増となっています。 

 
（３）資産流動化型信託 

 

 資産流動化型信託は、６５．８兆円（前年同月末比３．４兆円増、５．４％

増）となっています。 
 主な内訳を前年同月末比で見ると、金銭債権の信託（貸付債権、売掛債権

の信託など）が３２．６兆円と０．８兆円増、不動産の信託が３２．１兆円

と２．６兆円増となっています。 
 なお、資産流動化型信託は、金融機関、企業の財務の改善や資金調達の方

法として利用されており、金銭債権の信託は、金融機関が保有する貸付債権

や企業が保有する売掛債権を流動化するために、不動産の信託は、不動産投

資市場において、信託機能を活用して不動産の流動化を行うために利用され

ています。 
 

以 上 

 

 

 
 

 

 

 本件に関する照会先： 
 （一社）信 託 協 会 
     総務部（広報担当）  兼田、三島 

業務部 藤田 
     電話 ０３－６２０６－３９９２ 



（別　紙）

信託の受託概況（信託の機能別分類に基づく計数）

（平成２８年３月末現在）

一般社団法人　信 託 協 会

平成２８年３月末現在
平成２７年
３月末現在

平成２６年
３月末現在

残　 高
前年同月末
比増減額

同増減率 構成比 残　 高 残　 高

123.5 △ 3.5 △ 2.8 % 12.5% 127.0 119.3

　金銭信託 33.4 2.7 8.8 % 3.4% 30.7 28.9

　年金信託 40.0 △ 2.0 △ 4.8 % 4.0% 42.0 40.0

　金銭信託以外の
　金銭の信託 1.6 △ 0.3 △ 15.8 % 0.2% 1.9 1.7

　有価証券の信託 44.9 △ 3.7 △ 7.6 % 4.5% 48.6 45.3

　その他（注５） 3.3 △ 0.2 △ 5.7 % 0.3% 3.5 3.1

778.4 58.0 8.1 % 78.7% 720.4 650.5

　金銭信託 92.7 4.1 4.6 % 9.4% 88.6 95.6

　年金信託 45.5 0.6 1.3 % 4.6% 44.9 43.2

　投資信託 166.5 21.8 15.1 % 16.8% 144.7 124.3

　金銭信託以外の
　金銭の信託 20.7 3.1 17.6 % 2.1% 17.6 14.8

　再信託 347.0 20.7 6.3 % 35.1% 326.3 293.9

　その他（注５） 105.8 7.8 8.0 % 10.7% 98.0 78.5

65.8 3.4 5.4 % 6.7% 62.4 58.3

　金銭債権の信託 32.6 0.8 2.5 % 3.3% 31.8 31.1

　不動産の信託 32.1 2.6 8.8 % 3.2% 29.5 26.4

21.4 △ 1.9 △ 8.2 % 2.2% 23.3 23.8

989.3 56.0 6.0 % 100.0% 933.3 852.0

（△印　減）

（注）１．本表において公表した計数は、信託協会が作成した複数の統計資料を利用して作成した概数である。

　　　　　また、機能別分類毎の内訳には、主な信託商品を掲載している。

　　　２．資産運用型信託とは、受託者（信託銀行等）が自らの裁量により資産を運用する信託をいう。

　　　３．資産管理型信託とは、受託者が委託者等の指図に基づき資産を管理する信託をいう。

　　　　　なお、再信託とは、信託銀行等が委託者になったものをいう。

　　　４．資産流動化型信託とは、資産の流動化を図り、原資産保有者が資金調達を行うための信託をいう。

　　　５．金銭、有価証券など複数の種類の財産を同時に信託する包括信託。

（単位：兆円、％）

機　能　別　分　類

 合   計

 資産運用型信託（注２）

 資産管理型信託（注３）

 資産流動化型信託（注４）

　そ　の　他



参考１
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参考２ 

遺言代用信託について 

 遺言代用信託とは、委託者が、自分の生存中は自分を受益者とし、死亡後は自

分の子・配偶者などを受益者とするといった形で設定する信託です。 

例えば、相続が発生したときに、葬儀費用や当面の生活費などの必要な資金を、

予め指定された受取人が速やかに受け取ることができるような商品や、長期に 

亘って、顧客のニーズに合わせた金銭の支払いを行うなどオーダーメイドの財産

管理ができる商品があります。 

信託の財産管理機能を活かし顧客のニーズに合った制度設計ができる遺言代

用信託は、平成２４年度以降、急激に件数が増加しており、平成２１年度上半期

から平成２７年度下半期までの新規受託件数の累計は、１３万件を突破しました。 

 

＜遺言代用信託の新規受託件数の推移＞ 

                                 （件） 

年度 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 

上半期 1 19 22 2,519 20,985 27,852 16,117 

下半期 12 26 45 15,407 24,574 13,196 12,998 

年度合計 13 45 67 17,926 45,559 41,048 29,115 

累計 13 58 125 18,051 63,610 104,658 133,773 

 

相続関連業務について 

高齢者の資産の蓄積や核家族化の進展により、財産の円滑な承継を行うため

の有効な手段として、相続関連業務があります。 

 相続関連業務には、遺言書の保管・執行業務と遺産整理業務があります。 

 

＜遺言書の保管・執行業務＞ 

財産に関する状況の調査、遺言書の作成、遺言書の保管の引き受けを行いま

す。相続開始時には、遺言執行者として財産に関する遺言の内容を実現するた

めの任務（不動産の管理、売却処分や預貯金・株式などの名義変更や換価処分）

を行います。  

その取扱状況は、別紙のとおり増加傾向にあり、平成２８年３月末現在で１

０万件を突破しましたが、特に近年は、遺言書の保管から執行まで引き受ける

形の契約が増えております。 

 

＜遺産整理業務＞ 

 相続が発生して手続に悩む相続人や遺族からの依頼により、遺産相続手続を

代行する業務です。財産目録の作成、遺産分割協議書に基づく遺産分割手続き

を行います。 



遺言書の保管件数の推移

（別紙）
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参考３ 

 

後見制度支援信託について 

＜後見制度支援信託とは＞ 

 後見制度支援信託は、後見制度を本人の財産管理の面でバックアップするた

めの信託です。この仕組みでは、本人が金銭を信託銀行等に信託し、信託され

た金銭の中から後見人が管理する預貯金口座に対して、本人の生活費用などの

支出に充当するための定期交付や医療目的などの臨時支出に充当するための一

時金の交付が行われます。 

 後見制度支援信託では、信託契約の締結、一時金の交付、信託の変更、解約

の手続は、家庭裁判所の指示書に基づいて行われますので、家庭裁判所の関与

のもとで、安全に本人の財産を保全することができます。 

 平成２８年３月末現在、受託件数は１万件を突破しており、平成２４年２月

の取扱開始以降、受託件数、受託残高とも大きく伸びています。 

 

＜後見制度支援信託の受託状況＞ 

（件、億円） 

 平成 25年 3月末 平成 26年 3月末 平成 27年 3月末 平成 28年 3月末 

受託件数 174 1,048 5,188 12,918 

受託残高 59 350 1,654 3,760 

 



教育資金贈与信託の受託状況 参考４
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2,607 1,869 1,572 1,982 1,609 1,286



参考５ 
 

結婚・子育て支援信託について 

 結婚・子育て支援信託は、孫等の結婚・子育て資金として祖父母等が信託銀行等に金銭

等を信託した場合に、１，０００万円（結婚に際して支出する費用については３００万円）

を限度として贈与税が非課税になる信託です。 

 この信託では、贈与をする者は、贈与を受ける者の祖父母、父母等の直系尊属に限られ、

また、贈与を受ける者は、信託を設定する日において２０歳以上５０歳未満の個人に限ら

れています。 

 平成２８年３月末現在の結婚・子育て支援信託の契約数は４，４７１件、信託財産設定

額合計は１００億円となっています。 

 

 

＜結婚・子育て支援信託の受託状況＞ 

 

（件、億円） 

 平成 27年 9月末 平成 28年 3月末 

契約数 ２，６９５ ４，４７１ 

信託財産設定額合計 ６３ １００ 

 


	バインダー
	1リリース本文（ヘッダー・フッター付）
	2（別紙）信託の受託概況
	3【参考1】信託の受託概況推移グラフ
	4【参考2】遺言代用信託、相続関連業務について
	5【参考2　別紙】遺言書の保管執行グラフ
	6【参考3】後見制度支援信託について
	7【参考4】教育資金贈与信託グラフ（28.3)
	8【参考5】結婚子育て支援信託について




